
由良川漁業協同組合遊漁規則の変更について 

 

１ 変更の概要 

 ・禁止区域の変更（新設、区域変更、削除） 

  

２ 新旧対照表 

変更前 変更後 

（漁具、漁法の制限及び禁止区域） 

第４条 前条の規定による期間内であっても、次の表のア

欄に掲げる区域内においては、イ欄に掲げる漁具、漁法

によってウ欄の期間中は、遊漁をしてはならない。 

ア区域 イ漁具・漁法 ウ期間 

全区域 

（略） （略） 

網目 6cm以下の網類 

ただし、たも網、四つ

手網、さで網、なぜ網、

溝受網を除く 

10 月 1 日

から 10月

31日まで 

 

新設 

 

新設 

（略） （略） （略） 

（略） 

全漁具 

（略） 

綾部市豊里堰堤から下

流 100mまで 

3 月 1 日

から 7 月

1日午前 6

時まで 

綾部市並松堰堤（綾部

井堰）から下流 100m

まで 

福知山市堀堰堤から下

流 100mまで 

福知山市岩ヶ鼻（旧松

井）堰堤から下流 100m

まで 

福知山市蛇ヶ端土師川

合流点から下流法川合

流点まで 

網漁具、網漁法 

網解禁日

時から 8

月 1 日午

（漁具、漁法の制限及び禁止区域） 

第４条 前条の規定による期間内であっても、次の表のア

欄に掲げる区域内においては、イ欄に掲げる漁具、漁法

によってウ欄の期間中は、遊漁をしてはならない。 

ア区域 イ漁具・漁法 ウ期間 

全区域 

（略） （略） 

網目 6cm以下の網類 

ただし、たも網、四つ

手網、さで網、なぜ網、

溝受網を除く 

10 月 1 日

から 10月

31日まで 

福知山市、音無瀬橋か

ら下流全区域（支流は

除く） 

11 月 1 日

から 11月

15 日まで 

（略） （略） （略） 

（略） 

全漁具 

（略） 

削除 

削除 

削除 

 

 

削除 

 

削除 

 

 

削除 

 

網漁具、網漁法 

網解禁日

時から 8

月 1 日午



福知山市牧岩ヶ鼻堰堤

から上流十二橋まで 

前 6 時ま

で 

（略） 

福知山市野笹西橋から

上流金谷猪野々橋まで 

（略） （略） 
 

福知山市十二、十二橋

から上流佐々木川合流

点まで 

前 6 時ま

で 

（略） 

削除 

（略） （略） 

  

 

 

 


